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第 1章 計画の概要 

 

１ 背景 
 日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）において、「全ての健康保険組合に対し、

レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として『デ

ータヘルス計画』の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が

同様の取組みを行うことを推進する」とされ、保険者はレセプトを活用した効果的かつ効率

的な保健事業を行うこととされた。 
 こうした背景をふまえ、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（平成１

６年厚生労働省告示第３０７号）の一部が改正され、保険者は、健康・医療情報を活用した

ＰＤＣＡサイクルに沿った保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健

事業の実施及び評価を行うものとされた。 
 このため、新庄村では、平成２９年５月から、岡山県国民健康保険団体連合会保健事業課、

真庭保健所の方々のご協力をいただき、約１年をかけてデータヘルス計画を策定した。 

 
２ 計画期間 
 平成３０年度～３５年度（６年間） 

 
３ 目的及び位置づけ 
 新庄村国民健康保険（以下、「新庄村国保」という）が保有している健診データやレセプ

トデータを分析し、その特性に合わせた保健事業を実施することにより、医療費の適正化を

図る。 
 新庄村の平均寿命は、男性７９．６歳、女性８６．８歳（平成２２年調べ）と全国平均と

ほぼ変わらないが、男性は糖尿病、高血圧などが多く見られ、女性は心疾患、心筋梗塞の死

亡率が高い傾向にある。 
 このようなことから、新庄村のデータヘルス計画では、循環器系、特に血管の動脈硬化対

策に焦点をしぼって保健事業を行い、ＰＤＣＡサイクルに沿って、毎年保健事業の評価、見

直しを図り、循環器系の疾病の予防と医療費の削減を目標とする。 
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第２章 新庄村の状況 

 
１ 新庄村の概況 
 本村は、岡山県の西北部に位置し、北部は鳥取県日野郡に接し、西部は新見市、南東部は

真庭市に隣接している。主要道路として、真庭市方面から、鳥取県米子市に向かって、国道

１８１号線が通っており、県道５８号線で真庭市蒜山と結ばれている。 
 本村の総面積は、６７．１１ｋ㎡で、うち９０％以上を山林が占める。産業構成率は、第

一次産業が３０．６％、第二次産業が１７．３％、第三次産業が５２．１％で、第一次産業

は、国の４．１％、県の５．０％と比べると高い比率になっている。ひめのもちの生産を中

心とした稲作の他に、畜産や林業の従事者も多い。 

  
２ 新庄村国保の状況 
本村の人口は、平成２９年４月１日現在で、９４８人（男４４９人、女４９９人）、高齢

化率は４０．７％である。国保加入者は２２９人で、若年層の加入者は少なく、４０歳以上

７４歳までの加入者が２０１人と、国保全体の約８８％を占めている。 
 本村では、毎年６月に、村内ふれあいセンターを会場に、「健康まつり」という名称で集

団健診を行っており、平成２７年度の特定健診受診率は６５．６％で、県内でも常にトップ

の受診率である。平成２７年度の特定保健実施率は１５．７％（積極的支援２名、動機付け

支援１８名）であるが、その後の保健指導利用率は４０．０％である。異常数値があっても、

保健指導を受けない方が半数以上おり、次の年の健診でも数値の改善が見られない人が多い。

健診の受診率は高いものの、結果が出たあとの健康管理に関心が薄い人が多いといえる。 
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第３章 新庄村の健康状況と課題分析 

―ＫＤＢシステム抽出データ（平成２７年度）の分析から 

 

１ 健康状況 
 まず、特定健診の問診票、及びレセプトデータの分析から、同規模自治体等と比較したと

き、特に数値が高く、注目するべきことと思われる項目を列挙する。 

 
（１）特定健診の問診票から見る生活習慣（標準化比・同規模自治体を１００とした場合） 

質問項目 男性 女性 

就寝前３時間以内に夕食を取る割合 １７１．０ ２０８．４＊ 

夕食後の間食を週３回以上食べる割合 １４０．２ １０２．９ 

２０歳から１０キロ以上体重が増えている割合 １１２．７ １５９．０＊ 

１年で３キロ以上体重が増えている割合 １４８．７ ９１．９ 

                                ＊は要注意の数値 

・男女とも、就寝前３時間以内に夕食を取る割合が多い。 
・男性の場合、１年間で３キロ以上体重が増えている割合が多い。 
・女性の場合、２０歳から１０キロ以上体重が増えている割合が多い。 

 
 
（２）特定健診の結果からわかる健康状態（標準化比・県平均を１００とした場合） 

項目 男性 女性 

ＨｂＡ１Ｃが５．６％以上の割合 １２４．６ １２８．４ 

ＢＭＩ２５以上の割合 １０４．２ １７２．４＊ 

腹囲（男８５㎝以上、女９０㎝以上）の割合 ９０．１ ２１１．４＊ 

収縮期血圧１３０ｍｍＨｇ以上 ９２．８ １１６．７ 

拡張期血圧８５ｍｍＨｇ以上 １０３．６ １２８．０ 

中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上 ９９．６ ４９．９ 

ＡＬＴ（ＧＯＴ）３１Ｕ／ｄｌ以上 １２８．５ １１９．４ 

ＨＤＬコレステロール４０ｍｇ／ｄｌ未満 ８０．６ ８８．４ 

血糖１００ｍｇ／ｄｌ以上 ２３．２ ４０．１ 

ＬＤＬコレステロール１２０ｍｇ／ｄｌ以上 ６５．２ ８７．２ 

                                ＊は要注意の数値 

・男女ともに、ＨｂＡ１Ｃが５．６％以上の割合が多い。 
・男女ともに、ＢＭＩ２５以上の割合が多い。 
・女性の場合、腹囲９０ｃｍ以上の割合が多い。 
・女性の場合、高血圧（収縮期血圧、拡張期血圧）の割合が多い。 
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（３）外来医療費の状況（標準化比・同規模自治体を１．００とした場合） 
項目 男性 （レセプト件数 医療費） 女性 （レセプト件数 医療費） 

糖尿病 １．７９（１４９件 ５３０万円） ０．７５ （５５件 １５５万円） 

脂質異常 ０．９５ （６０件 ９４万円） １．２５（１７２件 ２１６万円） 

高血圧 ０．８８ （１８７件 ２４２万円） ０．５０ （１４６件 １３５万円） 

 
・男性の場合、糖尿病での受診が多い。 
・女性の場合、脂質異常症での受診が多い。 
・割合としては少ないが、高血圧症の外来治療の件数が多い。 

 
 
（４）外来（重症化）医療費の状況（標準化比・同規模自治体を１．００とした場合） 

項目 男性 （レセプト件数 医療費） 女性 （レセプト件数 医療費） 

狭心症 ０．４１  （１０件 １７万円） １．５０ （６件 ３２万円） 

透析 １．８６ （８件 ４０４万円） ０   （０件 ０円） 

 
・男性は透析が多く、女性は狭心症での受診が多い。 

 
 
（５）入院の状況（標準化比・同規模自治体を１００とした場合） 

同規模自治体 新庄村 

１００ ７３．２ 

 
・同規模自治体と比較して、入院率は比較的少ない。 

 
 
（６）死因別 SMR（標準化比・同規模自治体を１００とした場合） 

項目 男性 女性 

心疾患 ８１．８ １７４．７＊ 

急性心筋梗塞 － ４４１．５＊ 

肺炎 １５４．６ １２１．３ 

SMR＝標準化死亡比 

＊は要注意の数値 

・男性には目立った傾向はみられないが、女性は急性心筋梗塞、心疾患での死亡率が高い。 
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（７）新庄村の疾病傾向（平成２７年度） 

順位 病名 医療費割合（％） 総医療費（万円） 

１ 慢性腎不全（透析あり） １５．４ １，０３３ 

２ 糖尿病 １０．６ ７１４ 

３ 高血圧 ６．７ ４５０ 

４ 統合失調症 ６．５ ４３８ 

５ 脂質異常症 ４．６ ３０７ 

６ うつ病 ３．７ ２４７ 

７ 狭心症 ２．４ １６１ 

８ 骨粗しょう症 ２．３ １５６ 

※全体の医療費（入院＋外来）を 100％として算出 
・慢性腎不全、糖尿病などの代謝系、高血圧症、脂質異常症など、循環器系の疾病の割合が

多い。 

 
（８）みそ汁食の塩濃度測定 

毎年、栄養改善協議会の事業の一環とし、全世帯対象にみそ汁塩分濃度測定を実施して

いる。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全世帯対象みそ汁食塩濃度測定結果 
・みそ汁の塩分濃度は、年々薄くなってはいるが、平成２９年の結果を見ると、少し辛い 
（１．２～１．４％）と辛い（１．４～１．６％）が５．７％である。 
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２ 分析と課題 
次に問題点を分析する。問診票の結果から、男女ともに、就寝前３時間以内に夕食を摂る

人が多く、夕食後間食や飲酒をしている傾向がある。体重増加の割合も多いことから、多く

の国保加入者が、就寝前３時間以内に夕食を摂り、間食や飲酒をしてから就寝するという生

活習慣をしていると推測される。 
 このような生活習慣を繰り返した結果、健診の結果からも明らかなように、男女とも県平

均よりも肥満傾向が強い。 
 肥満傾向が進んだ結果、男性の場合は糖尿病、女性は脂質異常といった生活習慣病となり、

医療機関を受診している。また、高血圧による外来受診の件数が多いことも注目点としてあ

げられる。 
入院率は同規模自治体と比較して、それほど高くないことから、適切な治療を受けず生活

習慣病を放置して、悪化を招いている可能性も考えられる。 
死因をみてみると、女性の心筋梗塞、心疾患での死亡率が突出して高いことがわかる。生

活習慣から始まる肥満傾向から、脂質異常症、高血圧症、糖尿病などを発病し、その後、重

度の循環器系の疾病につながっていると推定される。 
 このような村全体の傾向をふまえると、今後の保健事業対策としては、循環器系の疾病予

防に力を入れることが重要であり、特に血管の動脈硬化対策として、肥満対策、減塩指導、

運動習慣の定着などを推進する必要があると考えられる。 
 新庄村のこれまでの取り組みとしては、毎年、栄養委員協力のもと、みそ汁の塩分測定を

行い、結果を村広報誌に掲載して、減塩を呼びかけてきた。その結果、現在では、みそ汁の

塩分は「ふつう」の世帯が多くなってきている。 
また、年１回、村民を対象に減塩料理教室を実施し、高血圧の知識と減塩の技術を普及し

ている。有線放送と文字放送を利用して教室の参加を呼びかけているが、参加人数は毎回１

０人弱であるため、実施している他の教室で呼びかけを行ったり、その場で料理教室を行う

等の工夫をしていく必要がある。 
 また、平成２６年度からスマートトレーニング教室を立ち上げ、運動を中心とした健康づ

くりを行っている。平成２８年度の教室成果の分析では参加者の一部で、健診結果において

「肥満」「血圧」「ＬＤＬコレステロール」「中性脂肪」の改善が見られた。参加者数も国民

健康保険加入者を中心に５０名前後（表１）で推移しており、引き続き教室を実施していく

ことが重要である。 
以上の取り組みに加えて、次の保健事業を実施する。 
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表１ スマートトレーニング教室参加者数の推移   

  
月末参加者数 

（人） 

参 加 者 内 訳 

６５歳未満（人） ６５歳以上（人） ６５歳以上（％） 

Ｈ２６．１０月

（開始）  
５０ １６ ３４ ６８．０ 

Ｈ２7．３月末 ５３ １７ ３６ ６７．９ 

Ｈ２７．９月末 ４６ １２ ３４ ７３．９ 

Ｈ２８．３月末 ５８ １５ ４３ ７４．１ 

Ｈ２８．９月末 ４７ １４ ３３ ７０．２ 

Ｈ２９．３月末 ５０ １４ ３６ ７２．０ 

Ｈ２９．６月末 ４７ １３ ３４ ７２．３ 
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第４章 目標設定及び実施事業 

 

１ 目標 
 本村のデータヘルス計画は６カ年計画とし、第３章でみてきたような本村の状況をふまえ、

循環器系の疾病予防、主に動脈硬化対策を中心として、３つの保健事業を展開する。 
 一つ目は、国保加入者だけでなく、若年層や子育て世代にも広く減塩の重要性を理解して

もらえるよう、みそ汁の塩分測定や減塩料理教室などを行い、高血圧の予防に努める。 
 二つ目は、村全体の病気の傾向を住民に理解してもらい、それに対する注意喚起や予防意

識を高めてもらえるよう、愛育委員や栄養委員の協力も得ながら、広報活動を行う。 
 三つ目としては、重症化予防の観点から、すでに治療中の方に焦点をしぼり、新庄村国保

診療所と連携しながら、生活や治療についてのアドバイスなどの保健事業を行う。 
 これらの事業は単年度で行うが、各事業の実施状況や目標の達成状況などを勘案しながら、

毎年見直しを行うものとする。 

 
２ 実施する保健事業 
（１）高血圧予防のための減塩対策 
 ①みそ汁食塩濃度測定 
（ア）実施内容 

毎年、栄養改善協議会の事業の一環とし、全世帯対象にみそ汁塩分濃度測定を実施

する。結果は、村の広報誌に掲載する。栄養委員に地区を回っていただき、塩分測

定を実施し、減塩の知識を普及する。また、栄養委員に新庄村でなぜ減塩が必要か

について情報提供を行う。 
（イ）評価 

みそ汁塩分測定の回収率を９０％とし、栄養委員による一口運動の実施率を１０

０％と設定し、測定後に今後の減塩対策のためにアンケートを実施し集計を行う。 

 
②集団検診（健康まつり）でのブース 
（ア）実施内容 

主に減塩をテーマのブースを設け、減塩食の試食や食材の塩分量の展示、「野菜プ

ラス一皿運動」を実施する。検診実施者に参加していただくために地区の栄養委員

が呼び込み行い参加を促す。参加された方に栄養委員が試食を提供し知識の伝達を

行い、ブースに参加してどうだったかアンケートを実施する。後日アンケートを集

計し、今後に活かすための話し合いの場を設ける。 
（イ）評価 

集団検診実施者の５０％がブースに参加し、ブースにきてよかったかどうかの満足

度を９０％の目標とし、アンケートを実施し集計を行う。 
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③減塩料理教室 
（ア）実施内容 

年１回、村民を対象に減塩料理教室を実施し、高血圧の知識と減塩の技術を普及し

ていく。実施している他の教室で呼びかけを行ったり、その場を借りて料理教室を

行う等の工夫をし、多くの方に参加をしていただく。また、栄養委員に知識と技術

を習得していただき、地区でも減塩や高血圧についての一口運動が実施できるよう

支援を行う。 
（イ）評価 

教室への参加者は１０名以上を目標にし、呼びかけや会場を工夫する。参加者の理

解度、満足度をアンケートで実施し集計を行い、家庭で実施したかどうかについて

は、後日確認を行う。 

 
（２）ＫＤＢシステムを活用した新庄村の疾病傾向とその対策 

① 予防対策の実施 
ＫＤＢシステムより抽出した新庄村の疾病傾向等のデータをもとに、村関係者によ

り、肥満予防、減塩、運動習慣の定着などの予防対策を考える。また、愛育委員や栄

養員にも情報を提供し、意見や提案をいただき自主的な予防運動につなげる。 

 
② 住民への周知 
循環器系疾病予防のパンフレットを作成し、全戸配布する。配布は毎年１回行い、住

民に予防意識をもってもらう。 

 
③ 目標値の設定 
・全世帯に、パンフレットの配布を行うなど、普及啓発活動が年１回以上実施できる。 
・糖尿病、高血圧症、脂質異常症の年間医療費が、前年と比較して増加しない。 

 
（３）重症化予防を目指した保健指導と新庄村国保診療所との連携 
① 保診療所と意見交換会の開催 

 ・新庄村の疾病傾向等の分析結果を提示し、対策について協議する。 
 ・国保診療所で感じている課題等も共有し、治療や重症化予防に努める。 

 
② 国保診療所と連携して、循環器系疾病の重症化予防を目指した保健指導の実施 
・保健指導対象者を抽出し、ターゲットを絞り込む。保健指導対象者はなるべく循環

器系疾病治療中の方だけでなく、脂質異常や糖尿病といった生活習慣病で治療中の

方も含める。 
・国保診療所で治療中の方の保健指導時に活用できるパンフレットを作成。 
・パンフレットには治療中の方へ周知したい内容やスマートトレーニング教室等の村

保健事業を記載する。 
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③ 目標値の設定 
  ・国保診療所と意見交換会を年１回以上開催する。 
  ・保健指導対象者を２名以上抽出し、生活習慣の改善などの指導を行う。 
  ・保健指導時にパンフレットを活用できる。 
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第５章 特定健康診査等実施計画 

 
１ 特定健診・特定保健指導 
特定健診及び特定保健指導は、他の保健事業とは別に「第３期特定健康診査等実施計画」

として本計画に位置ける。特定健診実施計画については国の「特定健康診査および特定保健

指導の適正かつ有効な実施を図るための基本的な指針」に基づき、実施を図る。 

 

２ 目標の設定 

この計画の実行により、特定健康診査受診率を６０％、特定保健指導実施率を６０％、内

臓脂肪症候群の該当者・予備群の２５％減少を平成３５年度までに達成することを目標とす

る。 

（１）特定健康診査の実施に係る目標 

平成３５年度における特定健康診査の実施率を６０％とする。（国の基本指針が示す参

酌基準に即して設定） 

（２）特定保健指導の実施に係る目標 

平成３５年度における特定保健指導の実施率６０％とする。（国の基本指針が示す参酌

基準に即して設定） 

（３）特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

 平成３５年度において、平成 20 年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者数

及び予備軍の減少率を２５％以上とする。（国の基本指針が示す参酌基準を踏まえて設定） 

 

３ 特定健診等の対象者数 

（１）特定健康診査 

                            

  

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

対象者 

（推計値） （人） 
２０１ ２０１ ２０１ １９８ １９８ １９８ 

うち特定 

健診対象者 （人） 
２０１ ２０１ ２０１ １９８ １９８ １９８ 

目標実施率 

（％） 
６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

目標 

実施者数  （人） 
１２１ １２１ １２１ １１９ １１９ １１９ 
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（２）特定保健指導の対象者数                      

 
４ 特定健診等の実施方法 

（１）実施場所 

  特定健診は、新庄村ふれあいセンター（集団健診）又は新庄村と契約した健診機関（個

別健診）で行う。 

 

（２）実施項目 

実施項目は、「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場

合に選択的に受ける詳細な健診」の２つがある。具体的には標準的な健診･保健指導プロ

グラムに記載されている健診項目とする。 

  

（３）実施時期 

  健診実施時期は５月～１０月までとする。保健指導実施時期は８月～翌年３月とする。

ただし、積極的支援及び動機づけ支援は開始から６ヵ月間とする。     

 

 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

特定健診 

対象者  （人） 
２０１ ２０１ ２０１ １９８ １９８ １９８ 

動機付け 

支援対象者（人） 
１１ １１ １１ １１ １１ １１ 

実施率 

（％） 
４５ ４７ ５０ ５５ ６０ ６０ 

実施者数 

（人） 
５ ６ ６ ７ ７ ７ 

積極的支援 

対象者  （人） 
３ ３ ３ ３ ３ ３ 

実施率 

（％） 
４５ ４７ ５０ ５５ ６０ ６０ 

実施者数 

（人） 
２ ２ ２ 

２ 

 
２ ２ 

保健指導 

対象者計 （人） 
１４ １４ １４ １４ １４ １４ 

実施率 

（％） 
４５ ４７ ５０ ５５ ６０ ６０ 

実施者数 

     （人） 
７ ７ ７ ８ ９ ９ 
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（４）委託基準 

  外部委託機関については社会保険診療報酬支払基金に登録された実施機関のうち、真庭

市医師会管轄又は新庄村と契約した機関に委託する。 

 

（５）周知方法 

 受診券等の発行に合わせて健診・保健指導の個別周知を図る。新庄村の愛育委員会・栄

養改善協議会等の協力を得て、地区での声かけに努める。または広報誌等に掲載するとと

もに、ホームページに掲載して行う。 

 

（６）健診等データの受領方法 

 健診等データは、契約健診機関から代行機関を通じ電子データを随時（又は月単位）受

領して、新庄村で保管する。 

事業主健診等、他の健診を受診することができる被保険者については、健診結果の提出

についての案内を行う。また、本人の依頼や同意があった場合に限り、他の保険者や事業

主に対して健診結果の提出を依頼する。その際の結果の受領方法は、本人から直接受領す

る場合は紙媒体、他は電子データまたは紙媒体より行う。なお、保管年数は 5 年とする。 

 

（７）特定保健指導の対象者の選出の方法 

 特定保健指導の対象者については、予防効果が多く期待できる層を優先的に実施する。

新庄村の現状を加味した上で、未受診者対策に重点を置く。 

 

（８）年間スケジュール 

4  月  健診機関等の契約確認、健診対象者の抽出、受診券印刷  

5  月  受診券・問診票の発行 

5～10 月  健康まつり（集団健診）、健診機関（個別健診） 

7～ 8 月  データ受取・費用決済、結果送付、未受診者への再通知 

8～ 3 月  保健指導対象者抽出、保健指導開始 

 
５ その他の検診について 
なお、健康増進法で実施しているがん検診については、国民健康保険加入者に対しては、

同時に実施することとする。 

また、新庄村国民健康保険以外の被用者保険被扶養者等の特定健康診査、特定保健指の委

託を受けた場合については、今後の国民健康保険事業の実施状況を加味して対応を図ること

とする。 

当国民健康保険に所属する保健師、栄養士等については、特定健診・特定保健指導等の実

践養成のための研修に随時参加させる。 
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第６章 その他 

 
１ データヘルス計画の見直し 
 計画の期間中であっても、目標の達成状況や事業の実施状況等によって、計画の見直しを

必要に応じて行います。 

 
２ 計画の公表及び周知 
 計画は、村の広報誌等で公表し、住民への周知に努めます。 

 
３ 事業運営上の留意事項 
 計画の目標達成のため、国保、衛生、介護の各部門が共通認識を持って課題解決に取り組

みます。 

 
４ 個人情報の保護 
 個人情報の取り扱いは、新庄村個人情報保護条例（平成１４年９月２６日条例第１４号）

及び、新庄村情報公開条例（平成１４年３月２日条例第３号）を遵守し、適正な管理に努め

ます。 

 
 
 
 


